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2021 年 11 月 18 日  

各 位 

会社名 株式会社メドレー 

代表者名 代表取締役社長  瀧口 浩平 

  （コード番号：4480 東証マザーズ） 

問合わせ先 取締役コーポレート本部長  田丸 雄太 

TEL. 03-6372-1265   

 

 

会社分割（簡易分割）による当社完全子会社（株式会社メディパス）からの 

一部事業の承継に関するお知らせ 

 

 

 当社は、2021 年 11 月 18日開催の取締役会において、2022 年 1 月 1 日（予定）を効力発生日として、

当社の完全子会社である株式会社メディパス（以下「メディパス社」といいます。）が運営するメディパ

スアカデミー介護事業及びゴイカのかいご事業（以下「本事業」といいます。）を、会社分割（以下「本

会社分割」といいます。）の方法により当社が承継することを決議し、本会社分割に係る分割契約（以下

「本吸収分割契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、本会社分割は、完全子会社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項、内容を一部

省略しております。 

 

記 

 

１．本会社分割の目的 

 当社は、2021年 2月 12日付「株式会社メディパスの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」にて

公表のとおり、メディパス社の発行済株式の 100%を取得したことで完全子会社化し、両社でシナジー発

現の最大化に向けた取り組みを進めておりました。この度、両社間にて特にシナジーを見込むことがで

きる本事業を当社に承継し経営資源を集約することにより、柔軟かつ機動的な事業展開を行うことを目

的として、本会社分割を実施することといたしました。 

 

２．本会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

（１） 取締役会決議日 2021 年 11 月 18 日 

（２） 本吸収分割契約締結日 2021 年 11 月 18 日 

（３） 効力発生日（予定） 2022 年 1 月 1 日（予定） 

（注）本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定される簡易吸収分割

であり、分割会社であるメディパス社においては会社法第 784 条第 1 項に規定される略式分割に

該当するため、両社は、本吸収分割契約の承認に係る株主総会は開催いたしません。 

（２）本会社分割の方式 

 当社を吸収分割承継会社とし、当社の完全子会社であるメディパス社を吸収分割会社とする吸収

分割です。 

（３）本会社分割に係る割当ての内容 

 本会社分割において、承継会社は株式の割当てその他の対価の交付は行いません。  

（４）本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。 
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（５）本会社分割により増減する資本金 

 本会社分割による資本金の増減はありません。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

 当社は、本会社分割により、本事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務のうち、本吸収

分割契約において定めるものを承継します。 

（７）債務履行の見込み 

 本会社分割の効力発生日以降における当社及びメディパス社が負担すべき債務につきましては、

履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

３．本会社分割の当事会社の概要 

 
分割会社 

（2021 年 3 月 31 日現在） 

承継会社 

（2021 年 9 月 30 日現在） 

（１） 名称 株式会社メディパス 株式会社メドレー 

（２） 所在地 
東京都品川区西五反田二丁目 29番

5 号 

東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小田 弘 代表取締役社長 瀧口 浩平 

（４） 事業内容 

オンライン介護動画研修「メディ

パスアカデミー介護」事業、有料

老人ホーム紹介「ゴイカのかい

ご」事業、訪問医療機関・介護事

業者向け経営サポート事業、等 

人材プラットフォーム事業 

医療プラットフォーム事業 

（５） 資本金 100 百万円 6,664 百万円 

（６） 設立年月日 2008 年 9 月 1 日 2009 年 6 月 5 日 

（７） 発行済株式数 320,000 株 32,177,900 株 

（８） 決算期 12 月 31 日（注 1） 12 月 31 日 

（９） 大株主及び持株比率 

（注 2） 

株式会社メドレー 100.00% 瀧口 浩平 18.54％ 

  豊田 剛一郎 10.75％ 

  

CREDIT SUISSE 

(LUXEMBOURG) S.A. / 

CUSTOMER ASSETS. 

FUNDS UCITS 

（常任代理人 株式会

社三菱 UFJ 銀行） 

6.84％ 

  

NORTHERN TRUST 

CO.(AVFC) RE IEDU 

UCITS CLIENTS NON 

LENDING 15 PCT 

TREATY ACCOUNT 

（常任代理人 香港上

海銀行東京支店） 

3.62％ 

  

株式会社日本カストデ

ィ銀行 

（証券投資信託口）  

3.09％ 

  株式会社 NTT ドコモ 2.90％ 

  

MSIP CLIENT 

SECURITIES 

（常任代理人 モルガ

ン・スタンレーMUFG

証券株式会社） 

2.34％ 

  THE BANK OF NEW 2.02％ 
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YORK, NON-TREATY 

JASDEC ACCOUNT 

（常任代理人 株式会

社三菱 UFJ 銀行） 

  

BBH FOR UMB BANK,  

NATIONAL 

ASSOCIATION−OBERWEIS  
INT OPP INSTITUTION 

FD 

（常任代理人 株式会

社三菱 UFJ 銀行） 

1.98％ 

  
株式会社ワングローブ

キャピタル 

1.37％ 

（10） 直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 純資産 419 百万円 9,717 百万円 

 総資産 592 百万円 15,519 百万円 

 1 株当たり純資産 1,309.77 円 314.53 円 

 売上高 1,113 百万円 6,830 百万円 

 営業利益 81 百万円 396 百万円 

 経常利益 82 百万円 422 百万円 

 当期純利益 3 百万円 455 百万円 

 1 株当たり当期純利益 12.20 円 15.69 円 

（注 1）メディパス社は、2021 年 6 月 28 日の定時株主総会にて決算期を変更しております。 

（注 2）承継会社（当社）の（９）大株主及び持株比率については、2021 年 6 月 30 日時点のものを記

載しております。 

  

４．会社分割する事業部門の概要 

（１）本会社分割の事業内容 

 メディパスアカデミー介護事業及びゴイカのかいご事業 

（２）分割する部門の経営成績 

 分割する部門の経営成績につきましては、当社と当社の完全子会社との吸収分割であるため、非

開示とさせて頂きます。 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（2021 年 10 月 31 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 － 流動負債 11 百万円 

固定資産 55 百万円 固定負債 － 

合計 55 百万円 合計 11 百万円 

 （注 1）上記金額は、2021 年 10 月 31 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承

継される金額は、上記金額に効力発生日までの増減を加除して確定します。 

 

５．本会社分割後の状況 

 本会社分割後の当社における商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更

はありません。 

 

６．今後の見通し 

 本会社分割は、当社と当社の完全子会社との吸収分割であり、当社の連結業績に与える影響は軽微で

あります。 

以 上 
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